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知的財産訴訟検討会資料 ２

参照条文

特許法（昭和三十四年四月十三日法律第百二十一号）
第七十一条の二 特許庁長官は，裁判所から特許発明の技術的範囲について鑑定の嘱託

があつたときは，三名の審判官を指定して，その鑑定をさせなければならない。

２ 第百三十六条第一項及び第二項，第百三十七条第二項並びに第百三十八条の規定は，

前項の鑑定の嘱託に準用する。

（特許の無効の審判）

第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは，その特許を無効にすること

について審判を請求することができる。この場合において，二以上の請求項に係るものに

ついては，請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出

願（外国語書面出願を除く ）に対してされたとき。。

二 その特許が第二十五条，第二十九条，第二十九条の二，第三十二条，第三十八条又

は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき。

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く ）に規定する要件。

を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国

語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許が発明者でない者であつてその発明について特許を受ける権利を承継しな

いものの特許出願に対してされたとき。

七 特許がされた後において，その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有す

ることができない者になつたとき，又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第百二十六条第一項ただし書若

しくは第二項から第四項まで（第百二十条の四第三項又は第百三十四条第五項において準

用する場合を含む ，第百二十条の四第二項ただし書又は第百三十四条第二項ただし書。）

の規定に違反してされたとき。

２ 前項の審判は，特許権の消滅後においても，請求することができる。

３ 審判長は，第一項の審判の請求があつたときは，その旨を当該特許権についての専用

実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

第百二十五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは，特許権は，初めから存在

しなかつたものとみなす。ただし，特許が第百二十三条第一項第七号に該当する場合にお

いて，その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは，特許権は，その特許が同号に

該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

（訴訟との関係）

第百六十八条 審判において必要があると認めるときは，特許異議の申立てについての決
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定若しくは他の審判の審決が確定し，又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止するこ

とができる。

２ 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において，必要

があると認めるときは，裁判所は，審決が確定するまでその訴訟手続を中止することがで

きる。

３ 裁判所は，特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは，その旨

を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも，また同様とする。

４ 特許庁長官は，前項に規定する通知を受けたときは，その特許権についての審判の請

求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定，審決又は請求

の取下げがあつたときも，また同様とする。

（審決等に対する訴え）

第百七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審

の請求書の却下の決定に対する訴えは，東京高等裁判所の専属管轄とする。

２ 前項の訴えは，当事者，参加人又は当該特許異議の申立てについての審理，審判若し

くは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り，提起することができる。

３ 第一項の訴えは，審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は，

提起することができない。

４ 前項の期間は，不変期間とする。

５ 審判長は，遠隔又は交通不便の地にある者のため，職権で，前項の不変期間について

は附加期間を定めることができる。

６ 審判を請求することができる事項に関する訴えは，審決に対するものでなければ，提

起することができない。

民事訴訟法（平成八年六月二十六日法律第百九号）
（調査の嘱託）

第百八十六条 裁判所は，必要な調査を官庁若しくは公署，外国の官庁若しくは公署又は

学校，商工会議所，取引所その他の団体に嘱託することができる。

（鑑定の嘱託）

第二百十八条 裁判所は，必要があると認めるときは，官庁若しくは公署，外国の官庁若

しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合におい

ては，宣誓に関する規定を除き，この節の規定を準用する。

２ 前項の場合において，裁判所は，必要があると認めるときは，官庁，公署又は法人の

指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。

（文書送付の嘱託）

第二百二十六条 書証の申出は，第二百十九条の規定にかかわらず，文書の所持者にその

文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし，当事者が法令により

文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は，この限りでない。
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和二十二年四月十四日法

律第五十四号）
第八十三条の三 裁判所は，第二十四条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが

提起されたときは，その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

２ 裁判所は，前項の訴えが提起されたときは，公正取引委員会に対し，当該事件に関す

るこの法律の適用その他の必要な事項について，意見を求めることができる。

３ 公正取引委員会は，第一項の訴えが提起されたときは，裁判所の許可を得て，裁判所

に対し，当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について，意見を述べるこ

とができる。

行政事件訴訟法（昭和三十七年五月十六日法律第百三十九号）
（処分の効力等を争点とする訴訟）

第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において，処分若しくは裁決の存否又はそ

の効力の有無が争われている場合には，第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の

規定を準用する。

２ 前項の規定により行政庁が訴訟に参加した場合には，民事訴訟法第四十五条第一項

及び第二項の規定を準用する。ただし，攻撃又は防御の方法は，当該処分若しくは裁決の

存否又はその効力の有無に関するものに限り，提出することができる。

３ 第一項の規定により行政庁が訴訟に参加した後において，処分若しくは裁決の存否又

はその効力の有無に関する争いがなくなつたときは，裁判所は，参加の決定を取り消すこ

とができる。

４ 第一項の場合には，当該争点に関し第二十四条の規定を，訴訟費用の裁判に関し第三

十五条の規定を準用する。

（行政庁の訴訟参加）

第二十三条 裁判所は，他の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるとき

は，当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で，決定をもつて，その行政庁を

訴訟に参加させることができる。

２ 裁判所は，前項の決定をするには，あらかじめ，当事者及び当該行政庁の意見をきか

なければならない。

（職権証拠調べ）

第二十四条 裁判所は，必要があると認めるときは，職権で，証拠調べをすることがで

きる。ただし，その証拠調べの結果について，当事者の意見をきかなければならない。

（訴訟費用の裁判の効力）

第三十五条 国又は公共団体に所属する行政庁が当事者又は参加人である訴訟における

確定した訴訟費用の裁判は，当該行政庁が所属する国又は公共団体に対し，又はそれらの

者のために，効力を有する。

（出訴の通知）

第三十九条 当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で，

法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものが提起されたときは，裁
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判所は，当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものとする。

民事訴訟法（平成八年六月二十六日法律第百九号）
（補助参加人の訴訟行為）

， ， ， ，第四十五条 補助参加人は 訴訟について 攻撃又は防御の方法の提出 異議の申立て

上訴の提起，再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし，補助

参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは，この限りでない。

２ 補助参加人の訴訟行為は，被参加人の訴訟行為と抵触するときは，その効力を有しな

い。


